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日本公衆衛生学会総会回記念事業

第回座談会

平成14年10月 9 日（水）

出席者石丸隆治，重松峻夫，松浦十四郎，北川定謙，近藤健文，多田羅浩三

多田羅

日本公衆衛生学会総会60回記念の第 6 回座談会

を始めさせていただきます。本日は石丸隆治先

生，松浦十四郎先生，重松峻夫先生には，お忙し

いところお集まりいただきましてありがとうござ

います。昨年，日本公衆衛生学会総会が60回を迎

えまして，人間では還暦にもあたる重要な節目の

年であるということから，戦後日本の公衆衛生教

育，あるいは公衆衛生行政，地域保健活動などの

推進のために，ご尽力，ご指導いただいた先生に

ご出席いただき座談会をもたせていただいており

ます。

本日は，その第 6 回ということで，最終回とい

うことになりました。これまでは各分野ごとに先

生方からお話うかがってきたのですが，本日はま

とめの会といたしまして，とくに厚生省のほうで

ご活躍いただいた石丸先生，松浦先生，また長く

公衆衛生の研究教育全般にわたり活躍してこられ

た重松先生にご出席いただいておりますので，総

括的な観点から今までの座談会の内容も含めまし

て，お話いただければ幸いと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

60回記念事業は北川先生に委員長を務めていた

だいておりますので，最初に先生から一言ご挨拶

をお願いします。

北川

多田羅理事長からお話がありましたとおり，先

輩の方々のお話をなるべく正確に記録をさせてい

ただきたいと考えております。いろんな面から思

い付くままにお話しいただければと存じます。ど

うぞよろしくお願いします。

石丸

最初に質問したいのですが，今日は第 6 回とい

うことですが，4 回，5 回はどういうことが話題

になったのでしょうか。

多田羅

第 4 回が島尾忠男先生，森亨先生，松野かおる

先生にご出席いただいて，主として結核につい

て，第 5 回は，館正知先生，石戸利貞先生に労働

衛生，産業保健の観点からお話いただいきました。

北川

ただ，結果としてそうなったというふうに，お

考えいただければいいので，何を話していただい

ても結構です。

石丸

公衆衛生といえば，結核が大きな柱でしょう

が，もうやっているのなら今日は結核のことはあ

まり話さない方がいいですね。

私自身は，最初から公衆衛生を志した人間では

なく，非常にみなさんと違う特殊なコースを歩ん

できたのではないかと思います。私と同年次は，

厚生省に最初に 6 人入省しましたが，僕はあとか

ら入ったので，その中に入ってないのです。それ

で非常におもしろいのは，最初に東大から 5 人，

九大から 1 人，長瀬十一太君が入りましたが，東

大からの 5 人が全部やめちゃったんです。私はあ

とから入って，最後まで残ったんです。一体，公

衆衛生行政というのは，われわれ医者にとってど

ういう興味があるのかとういう感じがします。そ

れはどういうことかというと，まず最初に入った

5 人がそれぞれ最初に与えられた仕事に専門分化

して，それぞれ大学，研究所へ行ってしまい厚生

省に残っていないのです。これが非常におもしろ

い現象ではないかと思います。
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北川

6 人というのはどなたですか。

石丸

福島一郎君ね（最後は順天堂），東大に行った

宮坂忠雄君，それから足立喬君（東大）というの

がいました。それと村松稔君は公衆衛生院，あと

岩佐潔君というのがいました。彼はみなさんご存

じかな。

北川

病院管理研究所にいましたね。

石丸

医務局総務課へ入って，医療制度に興味をもっ

て病院管理研究所へ行きました。あと足立君はみ

なさんご存じないと思うが，結核を担当しました

が，東大に帰って学問のほうへいったのです。私

自身は伝研に入って，そのうちに伝研が予研と伝

研に分離しましたが，私のいた教室は予研のほう

へ配置されました。そのうち厚生省のほうへ呼ば

れて，そのままずうっと最後まで厚生省です。

北川

だから流れとしては防疫となるのですね。

石丸

ええ，私が最初に入ったのは防疫課なのです。

私が入った時，技官が13人いました。全国に駐在

防疫官がいっぱいいてその他に本省に13人。

伝染病というか，感染症といいましょうか，担

当していました。感染症も慢性のほうは予防課が

別にあり，検疫は検疫課がありました。衛生行政

の中心は当時は感染症でした。私は何故厚生省へ

きたかというと，まず伝研で一番最初に手をつけ

たのが日米合同の疫痢研究班です。その時一番感

じたのが，当時わが国はすべて菌検査を遠藤培地

を使ってやっていたのです。アメリカからもって

きたのは SS 培地で結果を見るとぜんぜん差がで

るのです。「一体これはどういうこっちゃ」とい

うことになって，まず「SS 培地を研究しろ」と

言われたのです。あれは胆汁酸塩を使うことがミ

ソだったのだけど，デイフュー・マニュアルとい

うのがあって，それを調べると，バイルソールト

ナンバー 3 という名前しか書いてないんです。そ

こで公衆衛生行政をやる上で，そういう周辺のサ

イエンスが非常に関係してくるな，とその時感じ

ました。厚生省に行った時「だいたい役人は新し

いことに手をつけて失敗するとだめになる。やら

ずにそのままいたほうが一番いいのだ」という返

事なのです。それで厚生省に入ってもどうしよう

もないと思いました。そのうちに京都のジフテリ

ア事件があり，僕の先生の小島三郎先生が，厚生

省から頼まれて出張されました。その時，僕が鞄

持ちで，厚生省といろいろやるうちに，厚生省の

ほうから「君，来てくれんか」というは話になり，

小島先生に相談したら，「君，基礎医学と行政と

の橋渡しに厚生省に行かないか」と言われた。当

時，伝研の教授でジフテリア毒素専門の細谷省吾

先生のところへ行ったら，「君，それはワクチン

の中へジフテリアトキシンが残っているのだよ」

といきなり言われました。技術行政というのはむ

ずかしいもので，そうとうな基礎知識をもってい

ないとだめだと思いました。小島先生から「お前

のことだから上司とすぐ喧嘩するだろう。いやに

なったらすぐ帰ってこい」と言われて，何とか橋

渡しの役をしようと厚生省に入ったのですが，防

疫課の技官というのは大物がそろっているけどや

はり古いんだなあということが分かり落胆しまし

た。

例えば菌検索をやるのに，名人芸を要求する

が，そんなことは全国的にやろうとしてもとても

できないことです。SS 培地への変更を提言して

も取り上げてくれない。当時赤痢菌の分離を防疫

課は相変わらず遠藤培地を使っていましたが，そ

の時，当時食品衛生課長の尾崎嘉篤さんが「よし

わかった，お前やめないで俺のところへ来い」と

言われて，それで食品衛生課へ移った。当時，防

疫課では保菌者検索に遠藤培地を使い，食品衛生

課の食品取扱書の検便には SS 培地を使うという

状況でした。それ以来尾崎さんとずっと一緒で，

公衆衛生畑へ入ってきたということです。

多田羅

SS 培地のほうがすぐれていたのですか。

石丸

もうぜんぜん違います。検出率が違います。一
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番の大きな違いは，遠藤培地というのは赤痢菌も

大腸菌も発育する。赤痢菌と大腸菌は色で区別し

ました。SS 培地は大腸菌の発育を抑えるので

す。このように行政を効率的にやるには，絶えず

周辺の学門の新しい進歩を取り入れなければなら

ない。厚生省に入ってもずっと予研と兼務でいま

した。半日は予研にいました。当時，CIA の図

書館が日比谷にありましたが，そこへ行くと文献

がいくらでも自由に読めました。そこには

AJPH，アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリ

ック・ヘルスの最新号がおいてありましたが，そ

れを読んで公衆衛生というものに興味をもつこと

になりました。

そういう点で私は非常に片寄った部分しか経験

していません。それだから技官というのはオー

ル・ラウンド・プレイヤーでなくてはいけないの

か，専門分化したほうがいいのか，いまだに疑問

に思っています。

重松

そこは大学でもそうじゃないですか。

専門だけとなるとだんだん公衆衛生から遠くな

るように思います。

石丸

行政官は転勤が多いですが，私は管理職になる

まで微生物から離れたことがない。統計部長にな

って初めて微生物学から離れたポジションにつき

ました。

北川

厚生省の中の動きかたに問題があるのですけ

ど，先生の時はおそらく一生の間に 2 つか 3 つし

か動いていないわけですね。僕らの時代は 4 つか

5 つくらい動いて，今はむちゃくちゃですから。

石丸

結局，大学の教室と同じで専門分化せざるを得

ないと思います。ただ，行政官の場合は自分の特

技とする専門分野の知識のほかに，それを行政的

に利用する知識も要求されます。話を元にもどし

ますが，昭和29年に山梨県へ出向しました。何

故，山梨県へ出向させられたかというと，当時県

民の健康上の大問題として，地方病である日本住

血吸虫病があったからです。そのころ山梨には住

血吸虫とツツガムシの問題がありました。ツツガ

ムシというと山形と新潟が有名ですが，富士火山

帯にそってトロンビクラがいます。亡島熱という

伊豆七島に存在するツツガムシです。その流れが

山梨県にもあります。それらの対策のために山梨

県に行かされたのです。そこで公衆衛生の新分野

事業として，耕地改良をやったのです。住血吸虫

を媒介する宮入貝を撲滅するために耕地改良をや

ったわけです。

そこで衛生工学というか工学と衛生の結びつき

を経験したわけです。それが後になってシンガ

ポールでいろいろ経験しました。シンガポールで

はマラリア対策のためのアノフェレス対策に衛生

工学を利用しています。そこで衛生と他の分野の

関連をいろいろ勉強したわけです。シンガポール

から帰国してぶつかったのが，今盛んに大谷藤郎

君が自己批判しているハンセン病です。昭和32年

に世界らい学会が東京で行われました。光田反応

は古くさいというので，柳沢謙さんがレプロミン

反応を研究していました。抗酸菌の免疫とらいの

予防との関係を当時研究したわけです。しかも

WHO は DDS を在宅らい患者に配ってらい予防

対策を行っていたので，隔離政策が必要ないこと

はわかっていたけどできなかった。ここでひとつ

僕は公衆衛生学会に文句を言いたい。そういうこ

とがわかって，しかしそれをどう対策をとるかと

なるとらい学会が主導権を握っていた。ここで社

会科学との結びつきを最も必要とする公衆衛生学

会が，この場面において何の発言もしていないの

です。公衆衛生学というものが一体何であるかと

問いたいのです。

北川

おもしろいですね。今のハンセン問題に対し

て，公衆衛生学会がものを言えるのか，言えない

か，言わなかったのか。

石丸

敢えて柳沢謙さんの名前をだしたが，その研究結

果は結核病学会で発表していますよ。らい学会で

はとても発表できなかった。学問的には解決つい

ていた問題なんですが，公衆衛生学会がこれを取

り上げ，行政的施策として提言をしていませんね。
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多田羅

学会のサジェスションがないから行政が動けな

い。

石丸

光田健輔氏は神様だったから，それに対抗する

ためには社会医学というか社会科学との結びつき

を最も考えなくてはいけないのに，公衆衛生学会

が何の発言もしなかった。

北川

ハンセンの問題というのは，学問的な問題と社

会的な問題と両方がありますね。

石丸

公衆衛生学会は，やはり接点を学際的なところ

に持たなければなければならないのではないでし

ょうか。自然科学と社会科学の接点をやるべき公

衆衛生学会が，分科会で細かいことばかりやって

いる，学会のあり方も問題ですね。

重松

大学の医学部というところに社会科学の人が住

める余地が全くないでしょう。だから社会科学と

の結びつきが弱い。大学のシステムの中に社会科

学の人が公衆衛生分野で一緒に仕事ができるよう

なシステムにならないと，今いわれていることは

大事なことだけどうまくいかないという気がしま

す。

石丸

先生のおっしゃるとおりだと思います。公衆衛

生学は医学だけの分野ではなくて，他の多種類の

学問分野を綜合した学問だと思います。大学の公

衆衛生学教室とは何なんですか。

重松

文部省のいうことが間違っていると思うのです。

研究者養成であって，実際の実務をやる技術者は

養成していないと思うのです。だからそこに問題

がある。それにたよる今の公衆衛生の状態，これ

も考えなくてはいけない問題ではないかと思いま

す。そこに役に立つ人を養成してくれと言っても

そういう人はなかなかでてこないと思うのです。

石丸

話が飛ぶので申し訳ないけれど，問題のポス

ト・グラデュエイト・コース，大学の公衆衛生学

教室で公衆衛生をどうするかということ，いろい

ろ議論があるけれど，いわゆるスクール・オブ・

ハイジーン，そういうものを公衆衛生院がやろう

として考えたわけです。何故，これを大学がやら

ないのです。ハーバードにしろ，ジョンズポプキ

ンスにしろ，ロンドン・スクール・オブ・ハイ

ジーン（またはパブリックヘルス）にしろ，君が

行っていたエジンバラにしろ大学でしょ。何故日

本では公衆衛生院という摩訶不思議なものがやろ

うとしたのか。

これは近藤さんに聞きたいのですが，僕は今ま

でぜんぜん知らなかったけど，例の京橋保健館と

所沢保健館，公衆衛生院，そしてロックフェラー

の寄付がその時一部が慶応にもいってるのね。

近藤

その前（昭和 4 年）に私の大学（慶應義塾大学

医学部）の予防医学校舎がロックフェラー財団の

援助でできました。

石丸

先のようなことをロックフェラーは考えていた

わけですね。それが何故日本ではうまくいかず

に，公衆衛生院だけができた。

多田羅

それは染谷四郎先生の時のお話の中で，ひとつ

のポイントはロックフェラーは大学院大学として

のスクール・オブ・パブリック・ヘルスをつくり

たかったということです。ところが日本には大学

院大学はなかったので，東大にも受け皿がなかっ

たために，実際に働いている人はほとんどが内務

省に属する人なので，内務省管下の公衆衛生院が

できた。そのために教育と実務が泣き別れになっ

てしまった。そこのところに問題の全ての要因が

あったようです。

石丸

戦前はまさに先生の今おっしゃったとおりだと

思うのです。戦後，何故，それがうまくいかなか

ったのか。
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多田羅

戦後も，大学院大学が日本にはなかった。アメ

リカはジョンズホプキンスにできたのですが，そ

れはあの大学が大学院だけの大学だったから，最

初にあそこにできて，それがスクール・オブ・パ

ブリック・ヘルスの始まりなのですが，大学院大

学ですから逆に言えば医者以外もきているんです。

石丸

そこが重要なことですね。公衆衛生分野は医者

だけの集まりでない。

北川

日本はやはり厚生省がかなり一生懸命すすめよ

うとしていたこともあるし，やはり現場思考から

始まっていたのではないですか。

石丸

現場思考であったはずですよ。それが何故，大

学院大学のようなことを公衆衛生院が言いだした

のですか。しかも，各研究部がそれぞれ独立して

いて，地域医療にもっとも必要なこれらを統合す

るという分野が十分整備されていないのではない

でしょうか。

多田羅

学位というか，資格というものを与えないと，

教育というものが制度として形になっていかない

ということがあったのではないでしょうか。しか

し，現場は厚生省，資格は文部省ということで，

うまくいかなかったということではないかと思い

ます。

石丸

戦後，ロックフェラー財団からマッコイさんが

公衆衛生院の指導に派遣されてきて，その通訳を

やったのが村松君なんです。マッコイさんがどう

いうふうに考えていたか知りませんが，松村君が

一番知っているのではないでしょうか。

多田羅

染谷先生のお話しでは，懸命に大学院大学型の

学位を公衆衛生院でだせるよう文部省と交渉し

て，相当いい線までいったということでした。

石丸

どこでもだせるようになった場合，公衆衛生院

をどうするかという委員会が作られ，僕が委員長

をやりました。僕の前が松尾さんだったが，無理

だったんです。

重松

アンダー・グラデュエイトの公衆衛生教育が極

めておかしくなっていると思うのです。教授によ

って違うでしょう，やってることが。

北川

公衆衛生の連合大学院という話がありました

ね。公衆衛生の守備範囲は，専門分化をしていけ

ば膨大な内容になります。だから個々の大学の中

に公衆衛生大学院があってスクール・オブ・パブ

リックヘルスをつくるためには膨大なスタッフを

用意しないとできないでしょ。そうするとさっき

の話ではないが，ポスト・グラデュエイト・コー

スをつくるとすれば，連合するという考え方は成

り立つと思います。医学教育の中で公衆衛生をど

うするかという問題が出てくるのでしょうか。

石丸

医学教育は，古い講座制のしっぽを引きずって

いるのではないのですか。

重松

講座制がくずれたはずですが。大学院大学の発

足で。

多田羅

教育というのは A から Z までというか，全体

のたたずまいが必要ということがあります。その

たたずまいの中には公衆衛生も不可欠だ，とわれ

われは思っているわけです。今度，大学院大学に

なって，教育は二の次でいい，「研究しなさい」

ということで講座制の枠を取ってしまったのが，

大学院大学なのです。私どもは二階に放り上げら

れましたのですが，二階にどういう世界をつくる

かは勝手なんです。そういう中でできたのが，京

都大学のスクール・オブ・パブリック・ヘルスで

す。
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重松

ただそこで細かい技術論を教える必要があるの

かというのが疑問なんです。アンダー・グラデュ

エイトは理念と哲学を基本にしてどういう考え方

で，どういう分野で仕事をするかという程度でい

いと思います。

ところが今はいろいろな技術まで求められるで

しょ。その辺に問題がある。そういう意味で学校

によって非常に内容が違うという話をだしたわけ

です。

石丸

今後，独立行政法人になった場合一体どういう

ふうに変わりますか。

多田羅

独立行政法人では，まさにコンペティションが

キーワードになってくるでしょう。競争にどのよ

うに勝つかということだけが問われることになる

と思います。

石丸

それを何故私が言い出したかというと，ヒュー

マン・サイエンス財団というのがあります。これ

は産官学の三者構成です。医学，薬学，農学系が

主たるものですが，農芸化学とか，水産も加わっ

て，ヒューマン・サイエンス財団がつくられまし

た。これにハーバード大学はが大変に興味を示し

て，日，米，EU を集めてハーバード・カンファ

ランスをやった。今後，日本で独立行政法人がで

き，ある程度自由になった場合に，公衆衛生院だ

けじゃどうしようもないという考えがあるので，

いろいろ可能性を今お尋ねしているのです。

重松

大学がああいうふうに大学院大学になって，教

育を本気でやっているのかどうかわからないとこ

ろがある。そうなってきたからますます公衆衛生

としては，公衆衛生の教育をする施設というか，

そういうところが必要になると僕は思います。そ

れは大学の人も考えなくてはいけないです。

石丸

私立はどうなっていますか。

近藤

需要があれば間違いなく私立大学はやっている

はずです。公衆衛生は残念ながら現在でもいえる

ことなのですが需要がないのです。公衆衛生院で

やってる相手はほとんど行政官です。わが国の公

衆衛生を主に担ってきたのはずっと行政官だった

わけです。他の人がやっていないのです。公務員

です。従って公衆衛生院で充分だったのではない

ですか。

多田羅

近藤先生がおっしゃるのはわかるけれど，供給

がニードをつくるということもあるかも知れませ

ん。

重松

両方あると思います。公衆衛生分野では，そう

いう教育を受けてきた専門医師というものはちゃ

んとポジションがある。公衆衛生は行政が大部分

だから。

多田羅

アメリカなんて地方行政がないに等しいですか

ら，保健専門職は日本だと，全部行政が雇用し

て，保健婦学校もつくっていますが，そういう機

能がありませんから，保健専門職はスクール・オ

ブ・パブリック・ヘルスで養成しないと出来ませ

ん。それだけ需要があるということになると思い

ます。日本の地方行政というのは，その意味では

非常にりっぱといえるのではないと思います。

日本の自治体は専門職養成というのは自らやっ

てきたのです。そこがアメリカとぜんぜん違うの

です。アメリカはスクール・オブ・パブリック・

ヘルスをつくって，そこで資格を与えて，その資

格で自治体に行けば，あなたはこういう資格をも

っているから雇いましょうということになるわけ

です。

重松

石丸先生が変わった経歴を歩んだという話しで

したが，僕のほうがもっと変わっていまして，今

までのみなさんはやはり東京近辺，あるいは行政

関連ということでしたが，私は全くそういう関係

のない地方で育って，地方でやっていましたの
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で，何で公衆衛生に入ったかといわれても非常に

困るのです。もともとは臨床医で 4 年経ってから

公衆衛生の教室に入って，水島先生のところに行

ったものですから，それも人口学，結局寿命の研

究というのを中心にやってきました。私がいった

のは，結局，体をこわして暫く休んで復帰した

時，助教授から「お前は基礎に行ってやってこい」

という話があった時に，「基礎にいって 2 年，3

年やってまた帰るということは考えられません」

と言ってしまいました。公衆衛生に行って保健所

に入るつもりで行ったんです。そして人口学をや

って，行政とはもちろん，水島先生が関係あるの

ですが，そうやっているうちに水島先生の定年ま

でやってまして，そういう関係でとうとう公衆衛

生をやることになったというわけです。それから

「お前がんの疫学やれ」という話で，スクール・

オブ・ケイタリングのウィンダーのところに 2 年

間行っていました。これは鳥取に移ってすぐで

す。帰ってきてさてやろうとしてできないんで

す。それで何をしようかということで，やっぱり

地元の農村保健とか，農夫症問題とか，ビニール

ハウスとか，いろいろあったものですから，それ

で地域保健に入ってやりながら，公衆衛生でそう

いう仕事を広くやっていこうかなという気になっ

て，それからが本格的公衆衛生です。

がんの疫学をやった関係で，インドに WHO

の仕事という話で 2 年間，2 年間という要望があ

るので誰も行きたがらなかったみたいで，私にお

鉢が廻ってきました。2 年間キャンサー・コント

ロールのパイロット・スタデイで，喉頭がんと子

宮がん，そういうのをやったりしてだんだん本気

になりまして，それ以来ずっと地域保健関係でな

んやかんややってきました。疫学関係というのは

インスピレーションがないとなかなかできません。

もうひとつ疫学をやめたのは，その頃の疫学と

いうのはリスクファクターの疫学です。今でもま

だ続いていますが，リスクファクターの疫学はあ

れはいかんこれはいかんという禁止の疫学です。

これが気にいりません。それでやめて福岡へ行っ

たあと，地元の疫学の若い連中から呼ばれて話を

した時に禁止の疫学はだめなんだということで，

これから先はお勧めの疫学でなくてはダメで，こ

ういうふうにしたほうがいいですよ，というもの

を見つけ出してというようなことを話した覚えが

あります。だんだんそうなりつつあります。

それで福岡に行って，ちょうど地域医療計画の

時で，県と市から引っぱり出されて，これまた医

師会と衝突をしまして，結局医師会と考えかたが

違って，私とその時の衛研の所長，二人がそれで

はいけないとがんばりまして，だいぶ恨まれまし

たけど。

そういうことが始まりで，市町村ともいろいろ

関係あって，今もひとつだけ続いていますが，私

自身の研究としては人口学に戻りました。途中で

いろいろありましたけれど，最終的にまたここへ

戻ったということです。何故人口学会に戻ったか

というと，人口学とは非常にせまいようで広い，

そして集まってくるかたが，社会科学，経済学，

人文科学の人たちで，彼らの話を聞くとおもしろ

いです。われわれの発想とは違ったところからい

ろんなことをやってくれます。それでいまだに人

口学会に所属しています。そういうふうなところ

がやはりわれわれ公衆衛生学会にもう少しほしい

ところかなと思っています。しかしなかなかむず

かしいと思います。公衆衛生みたいにマンモスに

なったらできない。人口学会は公衆衛生学会の10

分の 1 以下ですから。

そういう形でやってきまして理事長ということ

になりました。丁度その時に，地域保健改革がす

すんでいました。それを委員会でしっかり議論し

ないといけないということで，まずは地域の保健

計画，それと関連して自治体改革など，そこで検

討していただいたものでいろいろ議論をしまし

た。そのあと感染症はまだ言われ始めた頃で，ま

だ学会としての考えかたをまとめておけば必ずで

てくるからということで，つくったらその半年あ

とに，急激に厚生省から話がきまして，学会の立

場を議論してまとめる時間が感染症委員会が全く

ありませんで，その辺が非常に心残りなのです。

今まだ続いていますから，いろいろやっていただ

けると思いますが，あの委員会で私が考えたのは

学会としてどう考えるのか，学会としてはこの対

応はどうあるべきかということを，行政が何をや

るということより前に考えていただいて，その立

場から厚生省からきたものと話し合いをするとい

う，委員会であってほしいと思ったんです。
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多田羅

ここらで，松浦先生に53年の国民健康づくり事

業（その中でも市町村保健センター）の話をして

いただかないといけないのではないでしょうか。

武見太郎先生に「これは何じゃ」と言われて，

「これは役所の廊下のようなものです」とかいっ

て，先生は国民健康づくり計画の市町村保健セン

ターの生みの親ですから。その辺の話どうでしょ

う。

松浦

忘れましたけど，地方行政にあまり口だすなと

いうことではないですか。建物ならいいけどソフ

トはいかんよ，とこういうことです。地方医師会

がそれぞれやっていることにお前たちは口だすな

と，単に建物だけだよと。

その時の話はそんなものです。ただあれがあん

なふうになったいきさつは，あまり僕は公衆衛生

の畑の人間というよりは，むしろ外側の保険にお

ったことが長いですから，公衆衛生は保険のこと

あまりかえりみてくれなくて，僕ら大変寂しい思

いをしていたわけです。

ところがご承知のように健康保険がだんだん赤

字になって（健康保険は一年中赤字だと昭和25年

から騒いでいますけど），そのうち問題になって

きたのが国保の問題なんです。国保が結局赤字に

なってきたので，しかも国保では保健婦さんを持

ってまして，保健婦さんは一体何のために活動し

ているかということが問題になってきて，保健婦

さんは国保に雇われているのだから，もっと国保

の赤字に貢献するようなことをすべきではないか

という議論が非常に大きくなってきました。です

から医療費対策として「国保の保健婦さん働きな

さい」こういう声があがって，ところが公衆衛生

側のかたからの声がありまして，公衆衛生のほう

から見ると国保は素人ではないかと，個々の保健

婦さんはもっと公衆衛生のほうからいろいろ資料

を得たり，情報を得たりして，働くべきではない

かということが問題になってきた。保険のほうで

もいろいろ問題があって，例えば保健婦さんが家

庭訪問したときに国保の被保険者の面倒をみてあ

げると，隣に健康保険の人が寝ていたら，はいさ

ようならと見ないで帰るかということになって，

そんなことはおかしいではないか，隣に寝ていた

ら一緒に見てあげたらどうですかと，そういう議

論がありまして，両方が兼ね合って国保と公衆衛

生関係とが一緒にやったらどうということになっ

て，ちょっと時期は覚えていませんが35年頃でし

ょうか 2 局長 4 課長通知がでたんです。

2 局長というのは公衆衛生局長と保険局長，4

課長というのは公衆衛生局の保健所課長と保険局

の国民健康保険課長と医療課長，医務局の医事課

長，その 4 課長と 2 人の局長からでた通知があっ

て，今後の保健活動を協力してやりましょうとい

うことで，僕らは保険局に身を置いていました

が，公衆衛生の方で同じ立場にいた橋本道夫君た

ちと一緒になって，全国を廻りまして両方一緒に

話し合いをする会議を持とうというので，各地

域，地域でそれをやったわけです。それぞれがど

ういう姿で協力したらいいかということで，両方

からお手持ちの資料を持って集まリなさいという

ことで，資料を交換しあいながらこういうことを

やりましょうということになりました。

多田羅

いつ頃ですか。

松浦

昭和35年ですね。僕は昭和33年から医療課にい

ましたから。

石丸

私は40年に医療課から食品衛生課へ移りました

が，当時県保健婦（保健所保健婦）と国保保健婦

を一緒にするかとか，いろいろ議論していました。

多田羅

最終的には，53年の国民健康づくり計画で市町

村に一本化されましたよね。

松浦

そうです。

実際問題としては国保の保健婦と公衆衛生の保

健婦というのは本来同じことをするのではないと

いう空気がずっとあったのです。国保のほうから

言えば，国保の医療費軽減のためのことをやりな

さい，という流れがずっとありました。その中で

僕が一番困ったのが，国保の保健婦が働いたのに
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医療費は本当に下がるのかということだったので

す。

それは相当あやしいけど，一番大事なのは保健

婦さんが活動した時に受けた方が満足することが

大事なので，あなたがた数の上で役に立ったと考

えないで，実際にみなさんにどんなに感謝され，

役に立ったかということで，満足度を量ることが

できないかとよく言ったんです。

北川

おそらく正論はおっしゃるとおりなのですが，

保険局は保健婦は手離したくなかった。とくに国

保課は。ところが国保人口が住民人口の半分以下

になったのです。国保保健婦のための予算の先行

きが不透明になってきた。館山氏がこちらにきて

いたということもあって，国保もこれ以上保健婦

の数を増やせなくなって，公衆衛生と一緒になる

ことをオーケーしたのではなかったかとみてます

が。

松浦

そういうこともあったのでしょうね。国保医療

費がかかりすぎて国保財政が苦しくなってますか

ら。それと例の国民健康づくりという全国的な動

きがあって，そこで一体化しようという話になっ

たのだろうと思います。

石丸

丁度戦前に，簡易保険が吸収された時と同じ。

多田羅

保健所のほうへ昭和17年。

近藤

いわゆる国民皆保険が昭和36年にできましたで

しょう。あの時に国民健康保険が（戦争前からあ

ったわけだけど）本格的に全国津々浦々に普及

し，全国民が被保検者になって，そのために医療

需要が増えたのです。それから国保の診療所や医

療施設もたくさんできたし，そのような大きなイ

ンパクトが日本の農村部にあったと，私は思って

いるのです。地域保健と医療が平行して浸透して

いった過程というのが，僕は興味あります。健康

保険はサラリーマンのあるいは公務員の話だった

から，これは都会の話です。

地域保健というものを考えた場合，どうしても

国民健康保険とは表裏一体の関係です。市町村が

中心になって住民に身近な医療保険を進めていき

ましょうと，これが国保ですよね。そういうよう

な感じがしてしょうがないんです。どうでしょう

か，先生，医療保険の第一線におられて。

多田羅

日本で何故，国保がそのように発展したのでし

ょうか。

近藤

国民健康保険の役割ですね。

松浦

今，保健婦の話をしているのでそれは別にし

て，これは36年から国民皆保険，多分統計情報部

の資料でわかると思うのですが，ようするに国民

健康保険ができてから，受療という数が非常に増

えたのです。受療という数が増えたので，それに

よって多分みなさん病気から救われることが多く

なったと思います。ところがおもしろいことに統

計調査部の調査によれば病気が増えているので

す。どんどん増えていったんです。しかしそれは

ちっとも本当の病気が増えているのでなく，医療

機関にかかる人が増えたということで，それに伴

ってか，どうかしらないけど，衛生状態は非常に

よくなったと思います。衛生状態って言いかた悪

いけど，死亡率の改善もそれによって起こったか

どうかわかりませんが，非常によくなっていった

のです。国保の普及というのは日本人の健康のた

めにすごくよかったと思います。

多田羅

日本の市町村，3 千ある自治体の力はすごい力

だと思います。日本は自治体が世界一強い国では

ないでしょうか。

近藤

戦後では第一段として農地改革，あのインパク

トはすごく大きかったと思うのです。その次は国

保ではないかと思う。
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北川

農地改革は完全に占領軍ですね。

近藤

だけど占領軍だけでやったわけでなくて，その

当時から日本の農村をなんとかしなくてはいかん

と，日本全体の考えがあったので，それにのっか

ったからできたので，ディベロッピングカント

リーで農地改革を一生懸命やってもぜんぜん成功

しない。日本であれだけ成功したのはそのせいで

はないかと思う。日本の乳児死亡率が戦争直後か

らだいぶ下がったのは農地改革のせいではないか

という感じがします。

石丸

ただ，母子衛生関係で言うと，乳児死亡率改善

は戦前からあったが，妊婦死亡率は改善されてい

ない。そこがだいぶ違うのではないかと思います。

北川

妊産婦死亡は，ようするに出血でしょう。その

血液の供給体制が課題だったわけです。妊婦死亡

が減ったのは，医療機関の普及のお蔭でしょう。

石丸

農村の経済状態の改善が，乳児死亡率減少の原

因ではないでしょうか。

北川

私は昭和32, 3 年に，濃尾平野の真中の保健所

にいたんだけど，保健婦が本気になって一軒一軒

廻って乳幼児の保健指導をやっていました。さも

ないと，豊かな穀倉地帯だけど若い夫婦はみな稲

刈りにいって子供のめんどうみたのはおじいちゃ

んおばあちゃんで，ミルクの代わりに米の煮汁を

飲ませていたのです。これでは発育しないといっ

て，保健婦はみんな，夜，泊まり込みでやって，

子供だからすぐ結果がわかるわけです。乳児健診

に来た人，当時は赤ちゃんコンクールといって発

育のよい子を表彰してた。それが来るのは半分く

らいしかこないわけで，あと半分どうなっている

のかと全部廻ってみて，明らかに発育が劣ってい

ることがわかった。

石丸

それ戦前の話

北川

昭和34年です。

重松

さっきから介護保険の議論が充分でなかったと

いう話がありましたが，介護保険はこれから先ど

うなるか大問題で医療制度改革というものが進ん

でいった場合に，本当に介護保険を維持できるの

かその辺大問題ではないでしょうか。介護保険を

維持できないとしたらその辺をどうするのか公衆

衛生が考えなければならない。

多田羅

だから僕は日本は自治体がしっかりしていて，

3 千の市町村が非常に自活的力をもっていて国保

も運営してきている。そういう自治体が，先生に

つくっていただいた市町村センターをつくって，

介護保険もそうだけど，ヘルスとか健康づくりを

推進することにより，医療費の負担も減らしてい

く，そういう自律的な力をどこまで育てることが

できるか，どう力量をつけていくかが問われてい

ると思います。

石丸

戦前の我が国の保健所行政は対人サービスのみ

をやっていたのです。終戦直後，そこに警察のも

っていた衛生行政の権限が加わりました。その当

時，私は杉並保健所をモデル保健所として整備す

る仕事に参加しました。塚原さんが所長で，私が

担当したのは警察の持っていた環境衛生関係の取

り締まり政策を保健所に取り込むことでした。

食品も風呂屋もある。鼠族昆虫駆除が一番大き

かったです。それから大掃除。

都道府県の警察部がもっていた対物行政が移管

され，保健所の業務として続いてきた。何故，保

健所に全部まとめたかというと市町村の力がなか

ったからでしょう。市町村に仕事をやらせるにも

能力がなかった。そこで県の仕事としてこれを持

ってきてその末端として保健所をつくったので

す。駐在所，警察署がやっていた仕事を移管しま

した。最近，町村合併が行われ，市町村の力が強
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くなったので再検討の時期になったのでしょう。

多田羅

警察はいつまでやっていたのですか。新しい保

健所ができるまで

石丸

そのとおりですね。だんだん市町村の力が強く

なって，まずやったのが政令市をミニュシパリテ

イーとしてはずした。そのほかの市町村も力が加

わってきた。一方，住民サービスのうち対人サー

ビスは末端で細かくやったほうがいいというので

移っていきました。

一方，周辺の医療機関の質の向上がありまし

た。私が当時，防疫課長として非常に苦労したの

は予防接種の問題でした。当時，予防接種は集団

接種で実施していました。集団接種は非常に効率

的ではありましたが，医療機関でないところを臨

時に医療機関として小学校の講堂など使ってやり

ました。それから集団検診です。ある程度，精度

は落ちるけど全国民をカバーするという方向で行

っていました。しかしだんだん整備されてきて，

何も保健所が集団的にやらなくても地域の医療機

関に任せるように，保健所の仕事からだんだん離

していったわけです。

北川

ですから保健所の大きな流れというのを，どう

理解するかというのは，今非常に大事なところだ

と思います。またあとで医療計画の話はもう一遍

したいと思います。おっしゃるように周りの力が

なかったから保健所がやった。

ところがだんだん周辺の病院も力をもつように

なり自治体も力をもつようになり，そうすると保

健所は自分でやらなくてよくなった。

石丸

対人サービスを保健所業務からはずして市町村

事業としてやろうじゃないかと考えたのが，市町

村保健センターの考えです。対人サービスを移管

した残りの部分をどうするかということが問題と

なりました。

委員会で検討された点は，市町村が強くなった

といっても，なお完全にはできない。従ってでき

ない市町村を補完する意味で保健所を残そうでは

ないかということです。

多田羅

一番お聞きしたいことなのですが，今回の地域

保健法で内容的に母子を保健所から市町村におろ

しました。母子は先生もおっしゃるように結核と

並ぶ歴史的に大きな柱であり機能として重大だ

し，重松先生おっしゃるとおりで，人口そのもの

です。それを保健所から市町村におろしたという

のが，いまだに僕は賛成出来ないです。そこは先

生どうなんでしょう。

石丸

先程もふれましたが，母子保健対策のうち乳児

死亡率の減少は戦前から成功していました。愛育

会で行った母子愛育事業は市町村を中心にしたも

のでした。戦後の成果は保健所の活躍の結果でし

ょうが，今後は，地域医師会の活動に期待した方

が効果的ではないでしょうか。

だからそこでどう考えるかなんでしょうが，県

の仕事としてコーディネイト機能は残っていま

す。保健所というより県の事業として残ったので

す。県の出先機関として保健所を使っただけの話

で，通信手段もべらぼうに進歩した。交通も非常

に便利になった，そういう時代において県庁と現

場の連絡は容易になった。出先機関が必要なの

か，ひとつのいい例が県が地方事務所を潰したこ

とです。

北川

地方事務所とは言わなくなったけども。

地方振興局などという形で，むしろ機能強化し

ています。

石丸

それより公衆衛生行政というのは技術行政なの

です。技術というのは保健所の段階でもてる範囲

には限度がありますよ。これを中央に集めたほう

がより効果的でより技術的には高度なものができ

る。

多田羅

中央化して力をつけるという。
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石丸

東京都の場合，例えば食品のモウバイル・イン

スペクション，そういう手段がどんどん新しくな

っているのです。周辺の環境が非常に変わってき

ているのに，なおかつ出先機関がいるのかという

議論になっている。

そういうことに対して学会がはっきり見解を示

すべきではないかと思います。このような変化の

中で新しい保健所がどのような機能を持つべき

か，検討すべきでしょう。国民の健康のために，

どのような機能が必要であるか，その機能のため

にどのような施設（新しい保健所）が必要である

か示すべきではないかと思います。

北川

医療圏が今340，保健所は当時850あって，今

600弱。やがて340になっていく，それでうまく機

能するかどうかというのが問題です。

多田羅

抜け殻になって。

石丸

抜け殻論は取り消しましょう。残った分抜け殻

というのは戦後，警察から受け取った取り締まり

行政のことを言っている。これは「公衆衛生情報」

の記事ですが，北陸の「保健所研究会」だったか

な，保健所の権限機能ということで書いてありま

すが，それを見るとまさに抜け殻です。医療とい

うのは医療施設の設置の許認可だけ，環境衛生も

営業の許認可です。

北川

何をおっしゃりたいかわかります。

石丸

また今市町村にそれだけの力がないというご指

摘。まさに現状はそうでしょう。それに対して一

部事務組合というような手法があるわけです。公

衆衛生学会というのは，そういう現状をどういう

ふうに改善していけばいいのか，そういうことを

やってもらいたいのです。

重松

環境関係は一部事務組合でできるのです。

石丸

ゴミ処理は完全にやっていますから。

重松

対人になると一部事務組合では絶対できないで

す。合併以外に。

石丸

ただ私 OB ですからとやかくいうのではないが

福祉というのはやはり必要なんです。福祉事務

所，その中に保健所の機能がどう動いていくか，

対人サービスのため市町村保健センターをつくっ

た時に，何を保健所の仕事とすべきかという議論

が十分行われていないのです。

補完機能で残しましょうということでやったわ

けで，しかしいつまでも補完でいいのか。新しく

保健所が一体如何なる使命を持てばいいのか。

多田羅

危機管理になっている。

石丸

保健所の現体制で，その機能を十分発揮できる

のかなあと思います。

例えば各県に衛研をもっているがそことの関係

をどう整理すべきか，学会として一体いかなる組

織が必要なのか提言して欲しい。

重松

中央の方たちがどの程度かわかりませんけれ

ど，福岡で集談会をやった時，現場で働いている

人の危機意識がないのです。保健所がどうなるか

という危機意識がなくて，厚生省からおりてきた

らそれに従うという上からの制度の改革，その他

降りてきたら収まってしまう，内部の危機意識と

いうことがない。

石丸

県のすべては県知事の権限ですから，県の組織

の出先ということで処理せざるを得ない。した方

がいいという理由付けがなかなか見つからないの
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です。

多田羅

まだ途中ですみませんが，第 6 回ということで

最後の座談会ですので，先生方に学会へのご忠言

とかご提言とかあれば簡単に松浦絵先生からひと

つ。

松浦

学会にお願いするのは，学会はいろんな職種の

かたの意見交換をする場所だという感じがしてい

ます。ですから他の専門学会みたいに専門的な学

問というより，みんなが意見を交わし合う，みん

ながお互いに理解しあう場として学会があるべき

だと思います。公衆衛生が学問であるかどうか，

分かりませんけど，統計は統計学だし，細菌は細

菌学です。みんな違う話で，学会は第一線の情報

交換する場所だと思います。偉い学問するところ

ではない。

石丸

学問というと公衆衛生院の問題にからんでくる

のですが，公衆衛生院は，彼らがいうような学問

しか学問でないと思っている。

自然科学と社会科学の接点のインターアカデミ

ックなところをやると，それがひとつの学問なの

で，それぞれの学問はそれぞれの専門分野でやっ

てもらいたい。社会科学のほうだって専門家がい

るのだから，その接点をどうもっていくかが，い

わゆる公衆衛生の学問でしょう。公衆衛生院の学

問もそういう観点から考えて欲しい。

重松

その辺の問題は日本の医学界のいろんな学会の

ありかたがこれに災いしてると思います。そうい

うものでないと学会でないという考えを学会が押

しつけている。医学界もひどいです。

北川

大問題なんですね。今の京都大学のスクール・

オブ・パブリック・ヘルスもそうなっているので

はないかな。遺伝子工学やろうというなら。

石丸

会長って責任がないから，勝手なことを言える

と思うけど，日本公衆衛生協会の構成というもの

も主として医者の集まりなんです。理事の構成か

らなにから他職種の人がごく僅か入っているけ

ど，ほかの職種との関連，アメリカの公衆衛生協

会など見た場合はむしろ医師以外の方が多いで

す。長い歴史があり，日本公衆衛生協会はそうい

う格好でできていない。そういう制限の中で公衆

衛生学会とどういう関係をもつかとういうのは今

後の問題です。

多田羅

それでは時間がまいりましたので，座談会をこ

れで終わりにさせていただきます。本日はありが

とうございました。


